
令和元年第9回南島原市教育委員会定例会会議録

1 日 時 令和元年 9月 2 7 日 (金)14 時 3 O分 ~15 時 4 O分

1 場 所 南有馬庁舎 2階会議室

1 出席者の氏名

教育長 永 田 良 二
教育委員 近 藤 孝 信
教育委員 塩 田 絹 代
教育委員 吉 田 英 則
教育委員 松 尾 哲

1 欠席者の氏名

1 構成員以外の出席者の氏名

教育次長 深 松 良 蔵
理事 (文化財課・世界遺産推進室担当) 宮 崎 誠
教育総務課長 栗 田 - 政
学校教育課長 谷 ロ 誠 志
生涯学習課長 南 原 伸 治
スポーツ振興課長 岡 野 俊 作
文化財課長 松 本 慎 二
世界遺産推進室長 末 永 透
教育総務課総務班長 荒 木 一 弘

議事日程
第1 開会
第2 前回会議録の承認
第3 会議録署名人の指名
第4 教育長報告
第5 議案審議
議案第39号南島原市立幼稚園管理規則の一部を改正する規則について
議案第40号南島原市すこやか子育て幼稚園支援事業実施規則を廃止する規則について
議案第41号南島原市立堂崎小学校校舎改築工事基本設計及び実施設計業務委託業者選

定委員会設置要綱を廃止する訓令について
教育委員会の所管事務に係る自己点検・評
分) について

議案第42号教育委員会の所管事務に係る自己点検・評価報告書 (平成 3 0年度事業

第 6 その他

(1) 次回教育委員会定例会の開催について
(2) その他

第 7 閉会
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日程 第 1 開会

永田教育長 それでは、只今から、「令和元年 第 9回 定例会」を開会いたします。

日程 第 2 前回会議録の承認

永田教育長 日程第 2「前回会議録の承認」ですが、委員の皆さんには、事前にご確認をい

ただいております。

署名人は、前回の会議におきまして、「松尾委員」を指名しておりましたので、

ここで、署名をお願いいたします。

〈令和元年第 8回定例会…松尾委員が署名〉

日程 第 3 会議録署名人の指名

永田教育長 日程第 3「会議録署名人の指名」ですが、今回は、「近藤委員」にお願いした

いと思いますが、よろしいでしょうか。

〈異議なしの声〉

永田教育長 それでは、会議録署名人に「近藤委員」を指名いたします。

日程 第4 教育長報告

永田教育長 日程第 4 「教育長報告」を行います。

この報告につきましては、教育次長から説明させます。

教育次長 (別紙により、令和元年 8月 2 8 日から令和元年 9月 2 6 日までの諸会議及

び諸行事の結果等の概要について報告)

永田教育長 只今の報告について、何かお尋ねなどはございませんか。

特にないようですので、以上で、「教育長報告」を終わります。

日程 第 5 議案審議

永田教育長 続きまして、日程第 5「議案審議」を行います。

永田教育長 議案 第 3 9号「南島原市立幼稚園管理規則の一部を改正する規貝1iについて」

を議題とします。

内容について、担当課長から説明させます。

学校教育課長 議案 第 3 9号「南島原市立幼稚園管理規則の一部を改正する規則について」

をご説明いたします。

南島原市立幼稚園保育料等徴収条例の一部改正に伴い、所要の改正を行うも

のです。

新旧対照表をご覧ください。

第 15 条第 2項第 3号を削り、第 21 条中「保育料」を「一時預かり保育料」

に改めるものでございます。

なお、この規則は令和元年 10 月 1日から施行するものでございます。

以上で、議案第 3 5号の説明を終わります。よろしくご審議くださいますよ
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永田教育長

近藤委員
学校教育課長

永田教育長

永田教育長

永田教育長

学校教育課長

永田教育長

永田教育長

永田教育長

永田教育長

教育総務課長

う、お願い申し上げます。

この件について、何か質疑などはございませんか。

もう少し詳しく内容について説明をお願いします。

補足して説明いたします。

国の制度によりまして、保育園、幼稚園に通う3歳から5歳までの保育料がす

べて無償化となります。

そのために、保育料自体が無くなりますが、「一次預かり保育料」は、そのま

ま残りますので、この「一時預かり保育料」のみの規定に改正するものでありま

す 。、

他にございませんか。

特にないようですので、お諮 りします。

「議案第 3 9号」は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〈異議なしの声〉

異議なしと認めます。

よって、「議案第 3 9号」は、原案のとおり決定いたしました。

次に、議案 第4 0号「南島原市すこやか子育て幼稚園支援事業実施規則を廃

止する規則について」を議題とします。

内容について、担当課長から説明させます。

議案 第40 号「南島原市すこやか子育て幼稚園支援事業実施規則を廃止する

規則について」をご説明いたします。

令和元年 10 月 1 日から実施される幼稚園保育料の無償化に伴い、廃止する

ものでございます。

なお、この規則は令和元年 10 月 1日から施行するものでございます。

以上で、議案第 4 0号の説明を終わります。

よろしくご審議くださいますよう、お願い申し上げます。

この件について、何か質疑などはございませんか。

特にないようですので、お諮 りします。

「議案第 4 0号」について、原案のとおり決定することにご異議ありません

か。

〈異議なしの声〉

異議なしと認めます。

よって、「議案第 4 0号」については、原案のとおり決定いたしました。

次に、議案 第41 号「南島原市立堂崎小学校校舎改築工事基本設計及び実施

設計業務委託業者選定委員会設置要綱を廃止する訓令について」を議題としま

す 。

内容について、担当課長から説明させます。

議案 第 41 号「南島原市立堂崎小学校校舎改築工事基本設計及び実施設計

業務委託業者選定委員会設置要綱を廃止する訓令について」をご説明いたしま
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永田教育長

永田教育長

永田教育長

永田教育長

教育総務課長

永田教育長

松尾委員

す 。

南島原市プロポーザル審査委員会条例 (平成 28年南島原市条例第 38号) の制定

により、プロポーザル形式による業務委託に係る個別の業者選定委員会の設置の必

要が無くなったため、本訓令を廃止するものでございます。

なお、本案件は、教育委員会で決定していただいた後、市長の決裁が取れ次第、施

行することになりますので、施行日につきましては、空欄とさせていただいており

ます。

以上で、議案第 41 号の説明を終わります。

よろしくご審議くださいますよう、お願い申し上げます。

この件について、何か質疑などはございませんか。

特にないようですので、お諮 りします。

「議案第 41 号」については、原案のとおり決定することにご異議ありません

　　　

く異議なしの声〉

異議なしと認めます。

よって、「議案第 41 号」については、原案のとおり決定いたしました。

次に、議案 第4 2号「教育委員会の所管事務に係る自己点検・評価報告書 (平

成 3 0年度事業分) について」を議題とします。

内容について、担当課長から説明させます。

議案 第4 2号「教育委員会の所管事務に係る自己点検・評価報告書 (平成 3

0年度事業分) について」をご説明いたします。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (昭和 31 年法律第 16 2号)第 2

6条の規定により、平成 3 0年度における教育委員会の所管事務に係る自己点

検・評価報告書を作成し、これを議会へ提出するとともに、公表しなければなり

ませんので、教育委員会の意見を求めるものでございます。

この報告書の作成において、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 2

7条により、「教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に

関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。」となっていることか

ら、今回、 2名の方に所見をいただいております。

この報告書は、全体で 3 2ページございますが、時間の都合上、その所見を朗

読し、説明に代えさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す 。

(以下、所見省略)

以上で、議案第 4 2号の説明を終わります。

よろしくご審議くださいますよう、お願い申し上げます。

この件について、何か質疑などはございませんか。

通級指導教室の中学校への設置が進んでいないのを志岐先生も憂慮されてお

りますが、今までも中学校への通級指導教室の設置は、要望されてきたのでしょ
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学校教育課長

松尾委員

学校教育課長

近藤委員

文化財課長

世界遺産推進室長

近藤委員
教育総務課長

うか。

通級指導教室の開設については、県から、1学校 10 名以上の基準が示されて

お りまして、一つの学校で、この基準を超える人数がいないために、学校 として

は、要望があっておりませんでした。

小学校でも、対象児童が増加傾向にあり、中学校においてもこの基準を超えれ

ば、設置の可能性も出てくるかと思います。

数年前から、この 10 名の基準にっては、これに達しなくても弾力的に認める

方向ではなかったのでしょうか。

確かにどうしても10 名に達しない場合は、弾力的に申請を認める方向には、

あったのですが、この数年来、通級指導教室の開設希望数が多くなっており、1

0名以上で申請をしても、設置が認められず、加配がつかないという状況が続い

ております。

教職員研修のさきがけについては、受講された教職員の評価が高いというこ

とで、非常に良い研修をされていると思います。

文化財等についてのボランティアガイドが高齢化しているということも聞き

ますが、このボランティアガイ ドの育成・支援については、何か考えられている

ので しょうか。

予算的な支援はしておりませんが、資料の提供等については協力をしており

ます。

ボランティアガイドの高齢化については、次の若い世代のなり手がなかなか

いないというのが、やはり課題となっております。

月一回のガイドの会の定例会に世界遺産推進室の職員も出席させていただ

き、情報交換をしております。

要望等やご意見をお伺いしながら、所管の観光振興課とも連携して進めるよ

うにおります。

教育環境の整備の中で、主な工事についてもう少し説明をお願いします。

現在、優先的に進めておりますのが、学校への空調設備の整備工事であり、普

通教室については蒲河小学校、新切小学校を除いて3月末までに設置を完了し

ております。なお、蒲河小学校、新切小学校についても、今年度の 8月までに設

置を完了しておりますので、普通教室につきましては、すべて設置を完了してお

ります。

ただし、特別教室においては、来年度ぐらいまでに、主な特別教室 (理科室、

家庭科室、音楽室) への設置を完了したいと考えております。

さらに、学校のブロック塀については、現在改修・撤去をすすめているところ

でありますが、かなりの予算がかかり、3月末で、ブロック塀の改修が完了した

学校が 4 0パーセントであり、あと 6 0パーセン トが未完了でありますが、明ら

かに危険なブロック塀については、できれば今年度中に補修工事を完了したい

と考えております。
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その他の学校についても、来年度以降対応していきたいと考えております。

また、有家小学校につきましては、新設工事を進めておりますが、他の校舎に

つきましては、耐震化工事は完了しておりますが、建物自体かなり老朽化してお

り、今後は、維持、管理費がかなりの予算がかかることが予想されます。

現在、全小・中学校において、今後の耐久性、補修費用について調査を実施し

ており、今後、学校の長寿命化計画を策定して、計画的に補修工事等を実施して

いく予定であります。

近藤委員 文化財関係で、口之津歴史民俗資料館の入館者数が減少しておりますが、有馬

キリシタン遺産記念館の入館者数は、どうなっているのでしょうか

世界遺産推進室長 有馬キリシタン遺産記念館は、観光振興課の所管になるのですが、平成 3 0年

度の入館者数は、約 21,0 0 0人、約 15 0パーセン トの増加率となっており

ます。

近藤委員 図書館の利用者数と貸し出し数は、どうでしょうか。

生涯学習課長 少子化もあり、利用者数は若干減少しておりますが、本の貸し出し冊数は、例

年並みの実績でございます。

永田教育長 他にございませんか。

特にないようですので、お諮 りします。

「議案第 4 2号」については、原案のとおり決定することにご異議ありません

　　　

〈異議なしの声〉

永田教育長 異議なしと認めます。

よって、「議案第 4 2号」については、原案のとおり決定いたしました。

日程 第 6 その他

永田教育長 続きまして、日程第 6 「その他」に移ります。

永田教育長 第 1号の「次回教育委員会定例会の開催について」でございますが、次回の定

例会は、10 月 3 0 日、水曜 日、午後 2時から開催する予定としておりますので、

よろしくお願いします。

永田教育長 最後に、第 2号の「その他」でございますが、皆様方から、何かございません

で しょうか。

学校教育課長 {平成 31 年度 (令和元年度)全国学力・学習状況調査結果について説明}

世界遺産推進室長 (世界遺産推進室の分掌事務の一部変更について説明)

永田教育長 他にございませんか。

特にないようですので、第 2号の「その他」を終わります。

日程 第 7 閉会

永田教育長 以上を持ちまして、本日の定例会を閉会いたします。

委員の皆様、大変、お疲れさまでございました。
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閉会 15 時 4 0分

会議録署名人
教育委員

記録職員
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